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委員からのご意見及び対応について 

 

ページ 施策 ご意見 対応 

42 

 

狛江市権利擁護支援・検討会議を

設置し、権利擁護支援についての

判断を行います。 

令和５年度までの対象者・検討事

項を限定した支援・検討会議の実

施に当たっては、是非、専門職団

体を活用して取組を進めて頂きた

い。 

令和５年度までの対象者・検討事項を

限定した支援・検討会議の実施に当た

っては、専門職団体と連携して取組を

進めてまいります。 44 支援・検討会議で成年後見制度の利

用が適切であると判断された場合に

は、受任調整（マッチング）等、候補

者選任後のチームによる支援方針及

び申立に当たっての準備・役割分担

の検討を行います。 

45 

 

支援・検討会議で成年後見人等に求

められる後見等事務を踏まえた適切

な成年後見人等候補者の選定を行

い、家庭裁判所に推薦します。 

49 成年後見人等選任後、支援・検討

会議においてモニタリングを行

うとともに、本人や支援者、成年

後見人等又は任意後見人から相

談があった際に支援（バックアッ

プ）を行います。 

資料 ２－２ 
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ページ 施策 ご意見 対応 

42 虐待や権利侵害に対応するため、

支援・検討会議と既存会議との連

携の在り方を検討・調整します。 

高齢者虐待防止・見守りネットワ

ーク会議や消費生活相談員と関係

機関との情報交換会との連携がま

ず挙げられていますが、今後、重

層的支援体制整備事業の支援会議

等とも連携をすすめていくことが

必要と思われます。 

狛江市においては令和３年度に狛江市

第１次重層的支援体制整備事業実施計

画を策定しており、重層的支援体制整

備事業における支援会議とも必要に応

じて連携を進めてまいります。 

既存会議との具体的連携につい

て、委員会に報告をして頂きたい。 

狛江市高齢者支援事例進捗管理会議

に、狛江市社会福祉協議会（以下「社

協」という。）のあんしん狛江及び福祉

政策課がオブザーバーとして参加し、

当該会議の内容を確認するとともに、

必要に応じて連携していく旨を確認い

たしました。 

43 

 

チームで支援方針を検討する際、

必要に応じて本人の意思決定支

援についての検討を行います。本

人の意思決定支援を踏まえた個

別ケース会議を開催します。 

Do欄「…本人の幸せが実現できる

…」誰が考える本人の幸せかどう

かや、幸せの概念が広いため「 」

部分は削除して良いのではないで

しょうか。 

ご指摘のとおりのため、「…本人の幸せが

実現できる…」部分は削除いたします。 

意思決定支援については対象者に

合わせた研修や勉強会を随時開催

することが求められます。 

ご意見を踏まえ、意思決定支援の勉強会

を行う際には、対象者に合わせて内容を

工夫する等、行ってまいります。 
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ページ 施策 ご意見 対応 

44 

 

地域福祉権利擁護事業の利用者

が本人の意思に基づき、必要な支

援が受けられるよう、既存の会議

に積極的に参加し、関係機関との

連携強化に努めます。（東社協の

社協委託事業） 

支援検討会議で取り扱われるべき

内容と思われます。 

現在は、社協のあんしん狛江職員がサ

ービス担当者会議等本人に関わりのあ

る会議に出席し、関係機関との連携に

努めております。また、支援・検討会

議の本格実施後には、必要に応じ、地

域福祉権利擁護事業の利用者について

も支援・検討会議の活用を進めてまい

ります。 

45 

 

市民後見人の育成について市の

取組み及びセンターとの協働の

在り方を整理・検討し、市民後見

人の育成を充実させます。 

５市とセンターとの協議の場に、

専門職を入れることを検討して頂

きたい。 

５市とセンターとの協議の場に第三者

的立場の専門職に参加いただくかにつ

いては、他の構成市の意向もございま

すので、委員会において、ご意見があ

ったことを他の構成市及びセンターに

お伝えさせていただきます。 

46 支援・検討会議で成年後見人等に

求められる後見等事務を踏まえ

た適切な成年後見人等候補者の

選定を行い、家庭裁判所に推薦し

ます。 

46 市民後見人の活動の支援につい

て、市、関係機関及びセンターが

連携して支援体制を検討し、整備

します。 



- 4 - 

 

ページ 施策 ご意見 対応 

47 狛江市権利擁護支援・検討会議で

の検討結果を踏まえ、センターが

受任することが相応しい案件及

びその受任の要件について、市と

センターによる協議を実施しま

す。 

他４市と比べてセンターの法人後

見の利用数が少ない理由はありま

すでしょうか。 

 

専門職や他の法人後見実施機関を活用

しているためです。 

協議会で支援・検討会議を行うこ

とは難しいと感じる。役割、目的

も異なるので、メンバーは同一で

も、時間帯を分けるなどの工夫が

必要と考えます。 

貴重なご意見として、今後の参考とさ

せていただきます。社協に中核機関を

設置し、社協のあんしん狛江が支援・

検討会議を実施することを予定してい

ましたが、事業整理の中で社協が担う

中核機関の機能を整理し、社協を中核

機関とすることとしたため設置を見送

りました。そのため、令和５年度まで

は、中核機関となっている市で対象

者・検討事項を限定して支援・検討会

議を行ってまいります。 

47 狛江市権利擁護支援・検討会議での

検討結果を踏まえセンター以外の法

人後見実施機関が受任することが相

応しい案件及びその受任の要件を検

討し、その検討結果を踏まえて支援・

検討会議で成年後見人等候補者の選

定を行います。 

センター以外の法人後見実施機関

にはどのような機関を想定できそ

うでしょうか。 

 

多摩パブリック法律事務所、ペア・サ

ポート等を想定しております。 
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ページ 施策 ご意見 対応 

48 狛江市内権利擁護関係機関勉強

会において、チームに加わること

が想定される関係者向けに任意

後見制度、民事信託等に関する研

修を定期的に実施します。 

 相談対応力を高めるために必要

な体制にはどのような体制が必

要になりそうでしょうか。 

 研修を実施することだけではな

く、実務の相談対応で助言が受

けられる体制や、事例を検討す

る場が必要ではないでしょう

か。 

今後、研修（勉強会）のみならず、相

談対応力を高めるための体制について

も検討が必要と考えております。 

49 あんしん狛江運営委員会におい

て、市、あんしん狛江、地域包括

支援センター等の相談窓口で受

けた相談内容について定期的に

情報共有を行います。 

Act 欄で書かれていることの具体

的な取組みが（例えば情報共有の

具体的な仕組みなど）が記載され

ることが必要ではないか。 

Act欄の「情報共有のしくみを検討す

る。」ことについては、中核機関の設置

後に行う予定のため、「情報共有の仕組

みを検討することについては、中核機

関の設置後に行う予定である。」と修正 

させていただきます。 

51 市、あんしん狛江及びセンターを

中核機関とし、中核機関が担うべ

き具体的機能を分散します。 

社協が中核機関の役割を担うこと

ができる体制に、市も強力に関わ

っていただきたい。 

社協に中核機関を設置できるよう、社

協が担う中核機関の機能の整理を含め

た社協の事業整理についても支援して

まいります。 
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ページ 施策 ご意見 対応 

51 成年後見制度利用支援事業のよ

り効果的な運用の在り方を検討

します。 

地域福祉権利擁護事業の利用者に

は成年後見制度への移行が必要と

考えられつつ経済的な理由から移

行できないケースもあると考えら

れます。 

予算の範囲内において、検討してまい

ります。 

狛江市で関わった利用者が利用支

援事業（報酬助成）の対象となら

ない事象について、東京都や国に

対して問題提起をして欲しい。 

必要に応じて東京都や国に働きかけを

行ってまいりたいと考えております。 

51 協議会で専門職団体との連携の

在り方について検討します。 

計画に記載のある「新たな専門職

団体」にはどのような団体が想定

されているでしょうか。 

「新たな専門職団体」とは、社会福祉

士や司法書士等の団体との連絡会など

を開催し、定例的な連携の体制をつく

っていくことを想定しております。 

今後、社会福祉士団体との受任者連絡

会を行うことを予定しております。 

 


